
川崎市中原区選挙管理委員会告示第７号 

 

令和８年２月８日執行の衆議院小選挙区選出議員選挙及び衆議院比例代表選出

議員選挙における公職選挙法(昭和２５年法律第１００号)第４９条第１項及び第

２７０条の２第１項の規定による不在者投票の事務を取り扱う場所、期間及び時

間は、次のとおりとします。 

 

令和８年１月２７日 

川崎市中原区選挙管理委員会       

委員長  白 井  精 一       

 

 

 １ 川崎市中原区役所内 川崎市中原区選挙管理委員会事務室 

 （１）所  在  地 川崎市中原区小杉町３丁目２４５番地 

 （２）事務取扱期間 令和８年１月２８日から令和８年２月７日まで 

 （３）事務取扱時間 午前８時３０分から午後８時まで 

 

 ２ 川崎市国際交流センター 本館談話ロビー 

（１）所 在 地 川崎市中原区木月祗園町２番２号 

（２）事務取扱期間 令和８年１月２８日から令和８年２月７日まで 

（３）事務取扱時間 午前９時００分から午後８時まで 

 

３ 川崎市中原区役所 ３階 

（１）所 在 地 川崎市中原区小杉町３丁目２４５番地 

（２）事務取扱期間 令和８年２月７日 

（３）事務取扱時間 午前８時３０分から午後８時まで 

 

なお、上記２、３においては、公職選挙法施行令（昭和２５年政令第８９号）第

５６条の事務は取り扱わない。 


